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・内部検討（１）

・審議会など6ヶ月～1年

2～3ヶ月

スケジュール
（目安）

・内部調整

・議会（条例改正）

・住民周知
・システム対応

⇒他団体の審議会資料を参照

3～6ヶ月

⇒委員会、議会における説明が重要

⇒費用が発生する可能性有

⇒十分な周知が必要

（２）

（３）

（４）

（５）

6ヶ月～1年

⇒審議会答申を受けた首長等との内部調整等

⇒内部検討、審議会諮問の作成

2～3ヶ月

下水道使用料改定の一般的な流れ

１ 使用料改定の流れ

抜粋
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スケジュール(想定) …R10.1改定

R8.4 • 内部検討 ～ 審議会諮問 5ヶ月

R8.9 • 審議会検討 ～ 答申 6ヶ月

R9.3 • パブリックコメント実施 2ヶ月

R9.5 • 条例改正対応（6月議会） 2ヶ月

R9.7 •周知広報、システム改修 6ヶ月

R10.1 • 新料金開始
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